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■現行「地球温暖化対策計画書制度」（環境確保条例）の概要 
 

■制度フロー 

 

地球温暖化対策指針の策定
  （平成14年3月13日 告示） 
 
（計画時） 
・温室効果ガスの排出量の   
算定方法 

・排出抑制目標の設定方法 
・排出抑制に係る取組の選定方法
・事業者による公表事項 
・その他 
 
 
 
（運用時） 
・事業者による計画期間中の 
  確認 
 
 
 
 
 
（終了時） 
・事業者による計画期間終了時の
確認 

・事業者による公表事項 
・その他 

 
 
 
報 
 
 
告 

    地球温暖化対策事業者 

・燃料や熱の使用量の合計が原油換算で 
年間1,500ｋｌ以上 

・電気の使用量が年間600万ｋＷ時以上 

 
 
計 
 
画 

 
実 
施 

 地球温暖化対策結果報告書の作成 

  <内容> 
  ・温室効果ガスの排出状況 
  ・排出抑制の目標の達成状況 
  ・排出抑制の取組の達成状況 
  ・その他（エネルギー使用量等） 
  

特徴 
●事業者の自主的な取組を促す制度 
●事業者に自ら計画書と対策結果を公表させることにより、
 その地球温暖化対策の取組を明らかにする制度 

  地球温暖化対策計画書の作成 
  <計画期間：３年間>

   <内容> 
   ・温室効果ガスの排出状況 
   ・排出抑制の目標 
   ・排出抑制の取組内容 
   ・その他（エネルギー使用量等） 

対 策 の

実 施

公表 
（閲覧・ 

ホームページ等）
計画期間終了まで

提 出 

提 出 

公表 
（閲覧・ 
ホームページ等）

９０日間

   東京都 （知事） 
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■排出量の把握・算定と計画書記載事項の関係 

下表は、現行の「地球温暖化対策計画書」制度における、①「対象事業所の判定」、②計画書へ記載す
る「排出活動の範囲」及び「排出量算定の範囲」を示したものである。 
 

計画書への記載 主な排出活動（例） 対象事業
所の判定 排出活動の 

範囲 
排出量算定
の範囲 

根  拠 
 

排出される 
温室効果ガス（※２） 

○ 
■燃料・熱、電気の使用 

（現行制度は、自動車燃料等も含む） 
CO２ 

義務 義務 
地球温暖化対策 
指針別表 
第１．２（※１） 

■燃料、電気の使用 
■自動車の走行 
■廃棄物の焼却（自己焼却） 
■フロン等３ガス＊の封入やフ
ロン等３ガスが封入された
製品の使用・廃棄 

など 

CH４、N2O 
CH４、N2O 
CO２、CH４、N2O 

HFC、PFC、SF６ 

 

任意 任意 ― 

■他人から供給された水の 
使用 

■公共下水道への排水 
■他人への委託により行う 
廃棄物の焼却 

など 

CO２ 

 
※１：地球温暖化対策指針別表第１．２ 

温室効果ガスに該当する６物質（※２）ごとに、その温室効果ガスの排出にかかる活動及び排出係数等が記載
された表 

 
※２：温室効果ガス（６物質） 

CO２（二酸化炭素）、CH４（メタン）、N2O（一酸化二窒素）、HFC（ハイドロフルオロカーボン）、 
PFC（パーフルオロカーボン）、SF６（六ふっ化いおう） 

 
フロン等３ガス＊：ＨＦＣ、ＰＦＣ、ＳＦ６ 
 
 
 
 
 


